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【手続補正書】
【提出日】平成24年7月9日(2012.7.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）葉面吸収性のケイ素の農学的に許容される供給源を含む第一の成分と、
　（ｂ）チオ硫酸イオンの農学的に許容される供給源、ケイ酸またはケイ酸イオンの重合
を抑制するために効果的な薬剤、およびそれらの混合物から選択される第二の成分と、
　（ｃ）第三の成分として、有機酸、無機陰イオンと可逆的に結合するかまたは錯化する
能力のある官能基を有する有機化合物、およびそれらの混合物からなる群から選択される
化合物の農学的に許容される混合物と
を水溶液中に含む、葉面に施用可能な植物栄養素組成物。
【請求項２】
　前記第一の成分がアルカリ金属ケイ酸塩またはケイ酸カリウムを含む、請求項１に記載
の組成物。
【請求項３】
　前記第二の成分が水溶性チオ硫酸塩またはカリウムチオ硫酸塩を含む、請求項１に記載
の組成物。
【請求項４】
　前記第三の成分がフミン質を含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
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　前記第三の成分の前記化合物が、約３００～約１８，０００ダルトンの範囲の分子量を
有し、前記化合物の混合物中において、合計で、
　（ａ）約２５％～約４０％の炭素がカルボキシ基およびカルボニル基中にあり、約２０
％～約４５％の炭素が芳香族基中にあり、約１０％～約３０％の炭素が脂肪族基中にあり
、約１０％～約３０％の炭素が、アセタールおよびその他のヘテロ脂肪族基中にあり、
　（ｂ）前記化合物の混合物が、元素の重量で、約２８％～約５５％のＣ、約３％～約５
％のＨ、約３０％～約５０％のＯ、約０．２％～約３％のＮおよび約０．２％～約４％の
Ｓを含む、
請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
　ケイ素以外の植物栄養素の少なくとも１種類の農学的に許容される供給源であるリン源
またはピロリン酸四カリウムをさらに含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項７】
　約０．１％～約１０重量％のＳｉを含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
　前記第一の成分として、約５％～約２０％のケイ酸カリウムを含み、前記第二の成分と
して、約２％～約３５重量％のカリウムチオ硫酸塩を含み、前記第三の成分として、有機
化合物または超分子凝集体の混合物の少なくとも約１重量部／１０００重量部のＳｉを含
み、
　（ａ）前記化合物または凝集体は、約３００～約１８，０００ダルトンの範囲の分子量
を有し、
　（ｂ）約２５％～約４０％の炭素がカルボキシ基およびカルボニル基中にあり、約２０
％～約４５％の炭素が芳香族基中にあり、約１０％～約３０％の炭素が脂肪族基中にあり
、約１０％～約３０％の炭素が、アセタールおよびその他のヘテロ脂肪族基中にあり、
　（ｃ）前記化合物の混合物が、元素の重量で、約２８％～約５５％のＣ、約３％～約５
％のＨ、約３０％～約５０％のＯ、約０．２％～約３％のＮおよび約０．２％～約４％の
Ｓを含む、
請求項１に記載の組成物。
【請求項９】
　約２％～約３０重量％のピロリン酸四カリウムをさらに含む、請求項８に記載の組成物
。
【請求項１０】
　請求項１に記載の組成物を前記植物の葉の表面に施用することを含み、前記植物が食用
作物、非イネ科作物、果物または野菜作物である、植物のケイ素栄養摂取のための方法。
【請求項１１】
　前記組成物が、約０．００１％～約１０重量％のＳｉ濃度で施用される、請求項１０に
記載の方法。
【請求項１２】
　前記組成物が、約０．０５～約２ｋｇ Ｓｉ／ｈａをもたらす速度で施用される、請求
項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　請求項１に記載の組成物を前記植物の葉の表面に施用することを含む、植物の真菌もし
くは細菌性病害に対する感受性を低下させるための方法であって、前記植物が食用作物、
非イネ科作物、果物または野菜作物である、方法。
【請求項１４】
　前記組成物が、約０．００１％～約１０重量％のＳｉ濃度で施用される、請求項１３に
記載の方法。
【請求項１５】
　前記組成物が、約０．０５～約２ｋｇ Ｓｉ／ｈａをもたらす速度で施用される、請求
項１３に記載の方法。
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